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平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び 

資金不足比率の審査意見について 
 

 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条

第１項の規定により審査に付された平成２９年度決算に基づく健全化判

断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書

類について審査した結果、別紙のとおりその意見を提出します。 
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（表示の方法） 
 

１ 文中の金額は原則として万円単位で表示し、表示単位未満は切り捨てた。 
 

２ 表中の金額は原則として千円単位で表示し、表示単位未満は四捨五入し

た。したがって、合計と内訳の計が一致しない場合がある。 
 

３ 各比率の計数は表示単位未満を四捨五入した。したがって合計と内訳の

計が一致しない場合がある。 

なお、健全化判断比率及び資金不足比率については国の算定基準に基づ

き表示単位未満を切り捨てている。 
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平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

第１ 審査の対象 

平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率審査 

第２ 審査の期間 

平成30年8月8日から同年8月24日まで 

 第３ 審査の方法 

審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類の審査に当たっては、各財政指標が法令等に規定する方法に基づいて適正に算

定されているか、また、財政指標の算定基礎となる書類等が適正に作成されているか等

の点について検討を加え、関係帳簿類及び証憑類の抽出照査、関係職員からの説明の聴

取等を実施した。 

 第４  審査の結果 

審査に付された下記の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも法令等に準拠して作成されており、その算定はおおむ

ね適正であるものと認めた。 

 

１ 健全化判断比率 

（1） 実質赤字比率及び連結実質赤字比率では、実質赤字額は生じていない。 

（2） 実質公債費比率は11.4％で、早期健全化基準（25.0％）を下回っている。 

（3） 将来負担比率は106.3％で、早期健全化基準（350.0％）を下回っている。 

 

 

（単位：％）

※1 － － － ※2 11.79 20.00
※1 － － － ※2 16.79 30.00

12.2 11.8 11.4 △ 0.4 25.0 35.0

114.1 99.7 106.3 +6.6 350.0

※1 － － － 
※1 － － － 
※３ 13.8 14.0 16.9 +2.9

※ 1 比率が算定されない場合は、「－」で表示している。
※ 2 財政規模に応じて毎年度算定が必要なため、29年度の基準を記載している。
※ 3

病 院 事 業 会 計

　　　　　　　　　　健全化判断比率・資金不足比率　年度比較表

比率の名称 27年度 早期健全化基準  財政再生基準

健全化判断比率

実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率

28年度 29年度  増減
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

資金不足比率 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計

20.0下 水道 事業 会計

資金不足比率において、29年度より比率に有利な算定方法の経過措置が終了している。

実 質公 債費 比率

将 来 負 担 比 率
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２ 資金不足比率 

水道事業会計及び下水道事業会計では、資金不足額は生じていない。 

病院事業会計の資金不足比率は16.9％である。 

 

Ⅰ  健全化判断比率及び資金不足比率の概要 
 

１ 健全化判断比率及び資金不足比率の算定概要 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下､｢財政健全化法｣という｡）に基づく健

全化判断比率（同法第 2 条：実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来

負担比率）及び資金不足比率（同法第22条）の算定概要は、次表のとおりである。 

 

 

健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準あるいは財政再生基準以上の場合に

は、財政健全化計画あるいは財政再生計画を定めなければならない（将来負担比率のみ財

政再生基準は設けられていない）。 

また、地方公共団体が経営する公営企業についても、各公営企業ごとの資金不足比率が

経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならない。病院事

業においては、平成 26 年度に同基準を上回ったため、平成 28 年 3 月に同計画を策定して

いる。 

早期健全化基準

財政再生基準

一般会計等の実質赤字額
財政規模に応じ

　11.25～15％
(29年度当市11.79％)

標準財政規模
（臨時財政対策債発行可能額を含む）

　20％

連結実質赤字額
財政規模に応じ

　16.25～20％
(29年度当市16.79％)

標準財政規模
（臨時財政対策債発行可能額を含む）

30％

実 質 公 債 費 比 率

25％

(3カ年平均)

35％

350％

－

 資金の不足額
（経営健全化基準）

20％

事業規模 －

健全化判断比率及び資金不足比率の算定概要

比率の名称 比率の計算式

健 全 化 判 断 比 率

実 質 赤 字 比 率

連結実質 赤字 比率

（各企業ごとに算定）

      （地方債の元利償還金＋準元利償還金）  －
  　　      　  （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る
                                                基準財政需要額算入額）

    　標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）
    　 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

将 来 負 担 比 率

       将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋
                   地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

     　標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）
     　 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

資 金 不 足 比 率



- 3 - 

 

２ 健全化判断比率及び資金不足比率の対象会計 

当市の平成29年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率の対象会計は、次表の

とおりである。 

 

 

一 般 会 計

用 地 先 行 取 得 事 業
特 別 会 計

中央北地区土地区画整理事業
特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業
特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業
特 別 会 計

農 業 共 済 事 業
特 別 会 計

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

猪名川上流広域ごみ処理施設組合

丹波少年自然の家 事務 組合

兵庫県後期高齢者医療広域連合

兵庫県市町村職員退職手当組合

川 西 市 土 地 開 発 公 社

一 般 財 団 法 人

川 西 市 都 市 整 備 公 社

川 西 都 市 開 発 株 式 会 社

株 式 会 社 パ ル テ ィ 川 西

公 益 財 団 法 人 阪 神 北 広 域
救 急 医 療 財 団

社会福祉法人阪神福祉事業団

※　団体名は、平成30年3月末現在の名称で記載している。

地方公社
・第三セクター等

※

法令等の区分

公
営
企
業
会
計

法適用企業

一部事務組合
・広域連合

一
般
会
計
等

  一般会計等に属
  する特別会計

健全化判断比率等の対象会計

一般会計

  一般会計等以外の
  特別会計のうち、
  公営企業に係る特
  別会計以外の特別
  会計

公
営
事
業
会
計

当市の該当会計

実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

資金不足比

率は各企業
ごとに算定
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３ 財政規模 （健全化判断比率の分母） 

健全化判断比率では、各地方公共団体の財政規模を比較する数値として「標準財政規模

〔地方財政法第5条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定

めるところにより算定した額（臨時財政対策債発行可能額を含む）〕」が採用されており、

各比率の分母（実質公債費比率及び将来負担比率は、この額からそれぞれ元利償還金・準

元利償還金に係る基準財政需要額算入額を控除した額）となっている。 

｢標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）」の年度別推移は､次表のとおりで

ある。 

 

当年度の標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）は 304 億 1,038 万円で、前

年度に比べ3億5,064万円（1.2％）増加している。これは主に、臨時財政対策債発行可能

額が増加したためである。 

 

（1） 標準財政規模 

標準財政規模は、「その地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財

源の規模を示す指標」である。地方公共団体の財政規模を比較するに当たっては、国庫

補助金や地方債などの特定財源が含まれており単純に比較することが難しいため、これ

らの特定財源を控除し、地方税や普通交付税などの通常経常的に収入されるであろう一

般財源の額で比較することが適当であるとして財政健全化法において採用されている｡ 

   （2） 臨時財政対策債発行可能額 

臨時財政対策債は、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも

充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じ

て標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す基準財政需要額を基本に発行可能

額が算定される。地方交付税として算定されるべき額の一部が、臨時財政対策債の発行

に振り替えられているもので、発行の有無に関わらず発行可能額の 100％が後年度に交

付税措置されるとされている。 

27年度 28年度(b) 29年度(a) 増減(a)-(b) 増減率

27,301,421 27,928,426 28,058,258 129,832 0.5

　標準税収入額等 21,209,289 21,776,911 21,767,395 △ 9,516 △ 0.0

　普通交付税 6,092,132 6,151,515 6,290,863 139,348 2.3

2,514,155 2,131,316 2,352,125 220,809 10.4

29,815,576 30,059,742 30,410,383 350,641 1.2合　  　計

（単位：千円、％)
標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）の年度別推移

区　　　分

(1)　標準財政規模

(2)　臨時財政対策債発行可能額
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Ⅱ 健全化判断比率の状況 
 

１  実質赤字比率 

(1) 実質赤字比率の概要 

実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模（臨時財政対策債

発行可能額を含む）に対する比率であり、11.79％（当市 29 年度の場合）が早期健全化

基準、20％が財政再生基準である。なお、当市における｢一般会計等｣の対象会計は、一

般会計、用地先行取得事業特別会計及び中央北地区土地区画整理事業特別会計である。 

 【計算式】              
                 一般会計等の実質赤字額 

実質赤字比率  ＝ 
                   標準財政規模 

               （臨時財政対策債発行可能額を含む） 

     ※ 実質赤字額 ＝ 繰上充用額 +（支払繰延額+事業繰越額） 

(2) 実質赤字比率の状況 

平成29年度決算における実質赤字比率の状況及び前年度との比較は、次表のとおりで

ある。 

 

当年度の一般会計等では実質赤字額が生じておらず、比率は算定されていない。 

当年度の実質収支額は 3 億 1,987 万円の黒字であり､前年度に比べ 786 万円（2.5％）

増加している。なお、黒字比率としては 1.05％となり、前年度に比べ 0.02 ポイント上

昇している。 

当年度各会計別の実質収支額の内容は、次表のとおりである。 

 

（単位：千円・％）

27年度 28年度(b) 29年度(a) 増　減(a)-(b) 増減率

一般会計等の実質収支額
（△実質赤字額）

(A) 469,290 312,006 319,870 7,864 2.5

標準財政規模
（臨時財政対策債発行可能額を含む）

(B) 29,815,576 30,059,742 30,410,383 350,641 1.2

－ － －

   参考　（黒字比率）　（※1） （1.57％） （1.03％） （1.05％） （0.02ポイント）

  ※1　　実質赤字額がない場合、実質赤字比率は「－」で表示される。

                           実質赤字比率の年度別推移

実質赤字比率              (A)/(B)

区　　分

(単位：千円)

会　        計
歳入総額

(a)
歳出総額

(b)
差引額

(c)=(a)-(b)
翌年度へ繰り

越すべき財源(d)　（※1）

実質収支額
(c)-(d)

一 般 会 計 56,307,363 55,954,209 353,154 33,284 319,870

用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 4,069,091 4,069,033 58 58 0

中央北地区土地区画整理事業特別会計 3,069,281 2,922,459 146,822 146,822 0

合　        計 63,445,735 62,945,701 500,034 180,164 319,870

※

                           一般会計等の実質収支額の状況（29年度決算）

 1　翌年度へ繰り越すべき財源 ＝  ①継続費＋②繰越明許費＋③事故繰越額＋④事業繰越額＋⑤支払繰延額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  －  ①～⑤に係る未収入特定財源

 会計間の重複額を控除した純計額で表示している。
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２  連結実質赤字比率 
 

(1) 連結実質赤字比率の概要 

連結実質赤字比率は、「地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不

足額）の標準財政規模に対する比率｣であり、当比率は、地方公共団体が設けている各

会計を網羅するフロー指標である。当市 29 年度の場合､早期健全化基準は 16.79％（各

団体の財政規模に応じて毎年度算定）、財政再生基準 30％である。当市における対象会

計は、一般会計、特別会計（6会計）及び公営企業会計（3会計）である。 

なお、公営企業会計では、一般会計等でいう｢実質赤字｣の類似概念として「資金不足

額」を採用しており、この資金不足額は、地方公営企業法適用企業の場合、基本的に

「流動負債の額が流動資産の額を超える場合において、その超える額」と定義される。 

 

(2) 連結実質赤字比率の状況 

29 年度決算における全会計の実質赤字額（資金不足額）を合計した連結実質赤字比率

の状況及び前年度との比較は、次表のとおりである。 

 

【計算式】

連結実質赤字額

標準財政規模

（臨時財政対策債発行可能額を含む）

連結実質赤字比率 ＝

27年度 28年度(b) 29年度(a) 増減(a)-(b) 増減率

469,290 312,006 319,870 7,864 2.5

一般会計 469,290 312,006 319,870 7,864 2.5

用地先行取得事業特別会計 0 0 0 0 -

中央北地区土地区画整理事業特別会計 0 0 0 0 -

586,087 1,324,099 541,523 △ 782,576 △ 59.1

国民健康保険事業特別会計 370,317 1,004,728 148,406 △ 856,322 △ 85.2

後期高齢者医療事業特別会計 75,997 84,397 86,284 1,887 2.2

農業共済事業特別会計 0 0 0 0 -

介護保険事業特別会計 139,773 234,974 306,833 71,859 30.6

5,271,500 5,668,429 5,823,142 154,713 2.7

法適用　水道事業会計 3,887,280 3,928,499 4,138,021 209,522 5.3

　 〃 　　下水道事業会計 2,000,624 2,409,256 2,473,880 64,624 2.7

　 〃 　　病院事業会計 △ 616,404 △ 669,326 △ 788,759 △ 119,433 -

6,326,877 7,304,534 6,684,535 △ 619,999 △ 8.5

29,815,576 30,059,742 30,410,383 350,641 1.2

－ － －

      　参考　（黒字比率）　（※） (21.22%) (24.30%) (21.98%) (△ 2.32ﾎﾟｲﾝﾄ)

※　　連結実質赤字額がない場合、連結実質赤字比率は「－」で表示される。

　     合　          計　               （A）＋（B）＋（C）＝（D）

  標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む)　  （E）

　　　　　連結実質赤字比率　    （D）／（E）

　ア　一般会計等以外の特別会計のうち、公営企業
    に係る特別会計以外の会計 （実質収支額）   （B）

　イ  公営企業会計 (資金剰余額・△資金不足額)        （C）

区　　      分

　一般会計等（実質収支額）           　　          　 （A）

（単位：千円・％）

　　　　　　　　　　　　　連結実質赤字比率の年度別推移
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当年度の当市全会計における実質収支額及び資金剰余額（又は資金不足額）の合計額

は、66 億 8,453 万円の黒字となり､連結実質赤字額は生じていない。連結実質黒字額は、

前年度に比べ 6 億 1,999 万円（8.5％）減少しているが、これは主に、公営企業会計の

水道事業会計（資金剰余額）で 2 億 952 万円が増加したものの、国民健康保険事業特別

会計で 8 億 5,632 万円減少したためである。（公営企業会計における資金剰余額・資金

不足額の詳細は、14 ページ｢資金不足比率｣参照）この結果、黒字比率としては 21.98％

となり、前年度に比べ2.32ポイント低下している。 

なお、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び介護保険事業の特別会計について

は、制度的に翌年度に精算行為が行われるが、実質収支額はそれらの精算行為を加味せ

ず、あくまでも当該年度末における収支の状況を算定しているものである。 

実質赤字比率で算定した一般会計、用地先行取得事業特別会計及び中央北地区土地区

画整理事業特別会計以外の各特別会計別の実質収支額の状況は、次表のとおりである。 

 

 

 

(単位：千円)

歳入総額 歳出総額 差引額
翌年度へ繰り

越すべき財源
実質収支額

（a） （b） （c）=（a）－（b） （d） （c）－（d）

国 民 健 康 保 険 事 業 19,800,719 19,652,313 148,406 0 148,406

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 3,085,485 2,999,201 86,284 0 86,284

農 業 共 済 事 業 6,109 6,109 0 0 0

介 護 保 険 事 業 12,398,727 12,091,894 306,833 0 306,833

合　　  計 35,291,040 34,749,517 541,523 0 541,523

特別会計(一般会計等以外)の実質収支額（29年度決算）

会    　計
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３  実質公債費比率（３カ年平均） 

 

(1) 実質公債費比率の概要 

実質公債費比率は､｢一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規

模に対する比率」であり、早期健全化基準は25％、財政再生基準は35％である。 

また、当比率は、地方財政法上、地方債協議・許可制度において許可を要する団体へ

の移行基準として用いられており、18％以上になると地方債許可団体に移行することと

なる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 【計算式】  実質公債費比率（3カ年平均） 

 
     
 
 
 
 

 
       (Ａ) 
 地方債の元利償還金 
 （繰上償還等除く） 

 
 
 ＋ 

 
      (Ｂ) 
 準元利償還金（※1） 

            
            
            
 
              

 
 
                 －（ 
 
 

 
     (Ｃ) 
 特定財源（※2） 

  
 
 ＋  

 
          (Ｄ) 
 元利償還金･準元利償還金に係る 
基準財政需要額算入額（※3） 

 
 
） 
 
   

        

 
 
 
 
   

        (Ｅ) 

  標準財政規模 4ページ参照 
 （臨時財政対策債発行可能額
を含む） 

 
 
   － 

          (Ｄ) 

 元利償還金･準元利償還金に係る 
基準財政需要額算入額（※3） 

  
  
  
  

  

 ※ 1（Ｂ）準元利償還金〔ア～オまでの合計額〕       

ア  満期一括償還地方債について、償還期間を 30 年とする元金均等年賦償還とした場合におけ

る1年当たりの元金償還金相当額及び減債基金積立不足額を考慮して算定した額 

イ  一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還の財源に充

てたと認められるもの 

ウ  組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認め

られるもの 

エ  債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

オ  一時借入金の利子 

※ 2（Ｃ）特定財源 

国や都道府県等からの利子補給、貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償

還金、公営住宅使用料、都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計

画税、その他 

※ 3（Ｄ）元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費、災害復旧費等に係る基準財政需要額、

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金及び準元利償還金 

 

＝ 
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(2) 実質公債費比率の状況 

29 年度決算における実質公債費比率（3 カ年平均）の状況及び前年度算定との比較は、

次表のとおりである。   

 

【29年度決算の状況（27年度～29年度までの3カ年平均）】 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実質公債費比率の年度別推移
(単位：％)

比　　率 27年度 28年度(b) 29年度(a) 増減(a)-(b)

実質公債費比率 （3カ年平均） 12.2 11.8 11.4 △0.4ﾎﾟｲﾝﾄ

（
（Ａ)

元利償還金
（繰上償還等

除く）

＋
(Ｂ)

準元利償還金 ）－ （
         （Ｃ)
元利・準元利償
還金に充てられる
特定財源

＋

        （Ｄ)
基準財政需要額
に算入された元
利・準元利償還金

）

(単位：千円)

27年度 （ 6,371,856 ＋ 2,714,298 ） （ 2,178,671 ＋ 3,638,378 ） 3,269,105

28年度 （ 5,763,871 ＋ 2,802,775 ） （ 1,777,391 ＋ 3,694,892 ） 3,094,363

29年度 （ 5,730,387 ＋ 2,771,878 ） （ 2,048,366 ＋ 3,730,116 ） 2,723,783

（ 5,955,371 ＋ 2,762,984 ） （ 2,001,476 ＋ 3,687,795 ） 3,029,084

（ 6,266,301 ＋ 2,727,062 ） （ 2,204,593 ＋ 3,717,175 ） 3,071,594

（ △ 310,930 ＋ 35,922 ） （ △ 203,117 ＋ △ 29,380 ） △ 42,510

△ 5.0% 1.3% △ 9.2% △ 0.8% △ 1.4%

－

27年度 26,177,198

28年度 26,364,850

29年度 26,680,267

26,407,438

26,008,913

398,525

1.5%

27年度

28年度

29年度

※

    ※　平成28年度平均算定時に、（B）（C）の27年度の金額を一部修正している。

28平均 11.8

増減 △ 0.4

10.20898

29平均 11.4

12.48837

11.73670

　

実質公債費
比率

（3カ年平均）
11.4%

増減 369,146 △ 29,380

増減率 1.2% △ 0.8%

3,730,116

29平均 30,095,234 3,687,795

28平均 29,726,088 3,717,175

（Ｅ)
標準財政規模

（臨時財政対策債発行可能額を含む）

   （Ｄ)
　　基準財政需要額に算入された

元利・準元利償還金

29,815,576

－

3,638,378

30,059,742 3,694,892

30,410,383

－
29平均

28平均

増減

増減率

=



- 10 - 

     
当年度の実質公債費比率（3 カ年平均）は 11.4％（早期健全化基準 25％）で、前年度

算定に比べ 0.4 ポイント低下している。これは、分母では、標準財政規模（臨時財政対

策債発行可能額を含む）の増により控除額を差し引いた合計が 3 億 9,852 万円（1.5％）

増加したのに対して、分子では、控除額となる元利・準元利償還金に充てられる特定財

源で 2 億 311 万円（9.2％）減少したものの、元利償還金（繰上償還等を除く）で 3 億

1,093 万円（5.0％）減少したことなどにより、実質的な公債費の合計額が 4,251 万円

（1.4％）減少したためである。元利償還金の減は、主に用地先行取得事業特別会計の

償還金に係るもの、元利・準元利償還金に充てられる特定財源の減は、主に減債基金か

らの繰入金（不動産売払収入を積み立てた分）の減によるものである。 

当年度の単年度比率は 10.2％で、前年度に比べ 1.5 ポイント低下している。これは、

分母では、標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）の増により控除額を差し

引いた合計が 3 億 1,541 万円（1.2％）増加したのに対して、分子では、控除額となる

元利・準元利償還金に充てられる特定財源が 2 億 7,097 万円（15.2％）増加したことな

どにより、分子全体の実質的な公債費の合計が 3 億 7,058 万円（12.0％）減少したため

である。元利・準元利償還金に充てられる特定財源の増は、主に都市計画事業の財源と

して発行された地方債償還額に充当した都市計画税の増によるものである。 

当比率（3 カ年平均）については、市中期財政運営プラン（平成 30～34 年度）におい

て、34 年度に 9.3％まで低下するとしているが、阪神間各市と比較しても高い水準で推

移していることから今後もその動きについて十分注視する必要がある。 
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４  将来負担比率 
 

(1) 将来負担比率の概要 

将来負担比率は、｢一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率」であり、350％が早期健全化基準となっている。 

赤字比率・実質公債費比率は、フローベースの財政負担を表す指標であるが、当比率

は残高（ストック）ベースでの財政負担を表す指標である｡当比率においても、実質公

債費比率と同様の考え方に基づいて、将来負担額に対する充当可能財源として都市計画

税が算入されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計算式】 

  
  

(Ａ) 

将来負担額(※1) 

 

－ 

  
(Ｂ) 

 充当可能財源等（※2） 
 
(充当可能基金額＋特定財源見込額 

 ＋地方債現在高等に係る基準財政 

 需要額算入見込額） 
 

将来負担比率 ＝                               

  
  

（Ｃ） 

標準財政規模 
 

（臨時財政対策債発行 

可能額を含む） 

4ページ参照 
 

－ 

  
（Ｄ） 

 元利償還金・準元利償還金に係る 

 基準財政需要額算入額 

〔実質公債費比率(Ｄ)と同じ額〕  

8ページ参照 

 

 

※１（Ａ）将来負担額〔ア～キまでの合計額〕  

 ア 当年度末における一般会計等に係る地方債の現在高  

 イ 債務負担行為に基づく支出予定額  

 ウ 一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等 

からの繰入見込額 

 エ 組合等が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額  

 オ 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額  

 カ 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額  

 キ 組合等の連結実質赤字額相当額に係る一般会計等負担見込額  

 

※２（Ｂ）充当可能財源等〔ア～ウまでの合計額〕  

 ア 地方債の償還額等に充当可能な基金  

 イ 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入（地方債を財源とする貸付金の 

償還金、公営住宅の賃貸料、都市計画税の収入額等） 

 ウ 地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが 

  見込まれる額 
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(2) 将来負担比率の状況 

29年度決算における将来負担比率の状況及び前年度との比較は、次表のとおりである。 

 

【29年度決算の状況】 

 

 

（単位：％）

27年度 28年度(b) 29年度(a) 増減(a)-(b)

114.1 99.7 106.3 +6.6ポイント

比　率

将来負担比率

将来負担比率の年度別推移　　

72,731,236

3,730,116 26,680,267

(単位：千円）

30,410,383

＝

(Ａ)　－　(Ｂ)

28,386,607

-

将来負担比率　

106.3％
元利償還金・準元利償還金に係る

基準財政需要額算入額(Ｄ)

(8ページ参照)
(Ｃ)　－　(Ｄ)

充当可能財源等　(Ｂ)

＝

-
将来負担額　(A)

101,117,843

標準財政規模　(Ｃ)
（臨時財政対策債発行可能額を含む）

(4ページ参照)

 【(A)将来負担額】 （単位：千円）

27 61,604,386 15,088,687 7,278,278 4,570,223 7,750,545 191,454 96,483,573

28 63,022,374 14,907,242 7,509,240 3,874,076 7,437,959 178,013 96,928,904

29 68,877,968 13,804,805 7,852,780 3,172,782 7,252,141 157,367 101,117,843

増減 5,855,594 △ 1,102,437 343,540 △ 701,294 △ 185,818 △ 20,646 4,188,939

増減率 9.3% △7.4% 4.6% △18.1% △2.5% △11.6% 4.3%

 【(B)充当可能財源等】

うち都市計画税

27 5,221,562 16,542,175 14,830,188 44,832,481 66,596,218

28 4,703,345 18,882,661 16,708,295 47,049,590 70,635,596

29 6,893,494 18,094,893 15,148,562 47,742,849 72,731,236

増減 2,190,149 △ 787,768 △ 1,559,733 693,259 2,095,640

増減率 46.6% △4.2% △9.3% 1.5% 3.0%

 【　(A)将来負担額　－　(B)充当可能財源等　】

27 96,483,573 66,596,218 29,887,355

28 96,928,904 70,635,596 26,293,308

29 101,117,843 72,731,236 28,386,607

増減 4,188,939 2,095,640 2,093,299

増減率 4.3% 3.0% 8.0%

　　　　　増減は「29年度－28年度」、増減率は「〔（29年度-28年度）/28年度〕×100」

年度
将来負担額

合計 (A)

充当可能財源等

合計 (B)
差 引

(A)-(B)

年度 充当可能基金
充当可能特定歳
入

年度
地方債の現在
高

債務負担行為に基
づく支出予定額

公営企業債等繰
入見込額

将来負担額
　合 計（Ａ）

基準財政需要
額算入見込額

充当可能財源等
合　計　（Ｂ）

組合等負担等
見込額

退職手当負担
見込額

設立法人の負債額
等負担見込額
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当年度の将来負担比率は106.3％（早期健全化基準350.0％）で、前年度に比べ6.6ポ

イント上昇（悪化）している。これは主に、充当可能財源等が 20 億 9,564 万円（3.0％）

増加したものの、将来負担額が 41 億 8,893 万円（4.3％）増加したことにより、分子全

体（将来負担額－充当可能財源等）が20億9,329万円（8.0％）増加したためである。 

 

当比率の計算式に示されている「（Ａ）将来負担額」及び「（Ｂ）充当可能財源等」

の概要は、次のとおりである。 

 

(3) （Ａ） 将来負担額〔 1,011億1,784万円 〕 

当比率の算定における「(Ａ)将来負担額」は 1,011 億 1,784 万円で、前年度に比べ

41 億 8,893 万円（4.3％）増加している。これは主に、債務負担行為に基づく支出予定

額が 11 億 243 万円（7.4％）減少したものの、地方債の現在高が 58 億 5,559 万円

（9.3％）増加したためである。 

地方債現在高は688億7,796万円で、前年度に比べ、一般会計で41億6,035万円、用

地先行取得事業特別会計で 16 億 3,230 万円及び中央北地区土地区画整理事業特別会計

で 6,292 万円増加している。一般会計における市債発行額が増加した主な理由は、キセ

ラ川西内複合施設の整備や、小中学校・幼稚園等空調設備の整備などによるものである。 

 

(4) （Ｂ）充当可能財源等〔 727億3,123万円 〕  

「（Ｂ）充当可能財源等」は 727 億 3,123 万円で、前年度に比べ 20 億 9,564 万円

（3.0％）増加している。これは主に、充当可能基金が 21 億 9,014 万円（46.6％）増加

したためである。 

充当可能な基金は68億9,349万円で、増加した要因は主に、国民健康保険事業基金で

9 億 6,728 万円皆増し、公共施設等整備基金で 7 億 2,768 万円及び減債基金で 2 億

7,231万円増加したためである。 

 

 

当年度の将来負担比率については、前述のとおり、施設整備等に係る市債発行が増大

したことなどから上昇（悪化）しており、市債の残高や今後の発行額等については、引

き続き注視していく必要がある。 
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Ⅲ 資金不足比率の状況 
 

１ 資金不足比率（公営企業ごとに算定） 
 
（1） 資金不足比率の概要 

資金不足比率は、「公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率（各会計ご

とに算定）」である。当比率において使用する｢資金不足額｣は、地方公営企業法適用企

業においては、基本的に｢流動負債が流動資産を超える場合､その超える額｣としており、

従来の再建制度において赤字額として用いてきた｢不良債務｣と同様の考え方である。 

 

 

【計算式】

資金の不足額

事業の規模

  資金の不足額 ＝

  事業の規模 ＝ 営業収益の額　＋　指定管理者の利用料金収入の額　－　受託工事収益の額

　　※　資金不足比率算定式の改正事項

 資金不足比率 ＝

【 流動負債の額　－　控除企業債等　－　控除未払金等　－　控除額　－  PFI建設事業費等 】

＋　算入地方債の現在高

－　【 流動資産の額　－　控除財源　－　控除額 】   （－ 解消可能資金不足額）

地方債に関する省令附則第8条の2及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規

則附則第4条により、資金不足額の算定方法に係る3年間の経過処置が終了したことに伴い、

その算定上に反映されていた貸倒引当金（流動資産等）、控除引当金等（流動負債等）が削除

されている。

(単位：千円)

流動資産等
（※1）

流動負債等
（※2）

算入地方債の
現在高

（※3）

資金剰余額
(△資金不足額)

解消可能
資金不足額

（※4）

資金剰余額
(解消可能資金不足額を

加味した△資金不足額)

（a） （b） （c） （d）=（a）-（b）-(c) （e） （ｆ）＝（d）-（e）

水 道 事 業 4,720,404 582,383 0 4,138,021 0 4,138,021
下 水 道 事 業 2,999,413 525,533 0 2,473,880 0 2,473,880
病 院 事 業 715,424 1,504,183 0 △ 788,759 0 △ 788,759

合　　計 8,435,241 2,612,099 0 5,823,142 0 5,823,142

（単位：千円）

営業収益
指定管理者
料金収入

受託工事収益 事業の規模

（g） （h） （i） （j）=（g）+（h）-（i）

水 道 事 業 2,996,203 0 0 2,996,203                         -

下 水 道 事 業 2,278,310 0 527 2,277,783                         -

病 院 事 業 4,652,397 0 0 4,652,397 16.9%
合　　計 9,926,910 0 527 9,926,383

             　　　　　　　　　　事業の規模（平成29年度決算）

資金不足比率

　　　　　　　　　　　　　　　　　資金剰余額・資金不足額（平成29年度決算）

会　　計

※　1　流動資産等

※  2　流動負債等

流動資産の額　－　控除財源　－　控除額

流動負債の額　－　控除企業債等　－　控除未払金等　－　控除額　－  PFI建設事業費等

各公営企業会計の決算書を基に決算統計の数字を用いて算定している。

区分

※  3　算入地方債の現在高 建設改良費・準建設改良費（地方債に関する省令第12条及び附則第8条に規定するもの）以外の経費の
財源に充てるために起こした地方債の当年度決算における残高から、当該地方債のうち流動負債として整
理されているものの現在高を控除した額

※  4　解消可能資金不足額 事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資
金の不足額から控除する一定の額
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（2） 資金不足比率の状況 

当年度の公営企業会計（水道、下水道及び病院事業会計で、いずれも地方公営企業法

適用企業）における資金不足比率の状況及び前年度との比較は、次表のとおりである。 

 

 

公営企業3会計のうち、水道事業で41億3,802万円、下水道事業で24億7,388万円の

資金剰余額が生じているが、病院事業においては 7 億 8,875 万円の資金不足額が生じてい

る。 

病院事業の資金不足比率〔事業規模（医業収益）に対する資金不足額の割合〕は 16.9％

で、前年度に比べ2.9ポイント上昇（悪化）している。 

当年度の比率が対前年度 2.9 ポイント悪化した主な要因は、比率の算定における資金不

足額（分子）が、対前年度 1 億 1,943 万円（17.8％）増加し、医業収益（分母）が 1 億

505 万円（2.2％）減少したためである。これは主に、分子の資金不足額の算定において、

流動負債等では、未払金の減（5億379万円）と一時借入金の増（4億3千万円）等で対前

年度 7,323 万円減少したものの、資金不足額の算定方法に係る 3 年間の経過措置（比率に

有利な算定方法）が終了したことに伴い、引当金2億123万円（賞与引当金1億7,004万

円及び法定福利費引当金 3,119 万円）の控除がなくなるとともに、流動資産等では貸倒引

当金 570 万円の加算がなくなったことが影響し、資金不足額全体で 1 億 1,943 万円の増加

となっていることによるものである。また、分母の医業収益で1億505万円（2.2％）減少

した主な要因は、入院収益で、手術件数の減少などにより入院診療単価が減少し、外来収

益で、患者数が減少したことなどにより、それぞれ減収となったためである。 

平成26年度に、比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する経営健全化

基準である 20％以上となり経営健全化団体となったため、28 年 3 月に経営健全化計画

（27 年度から 30 年度までの 4 カ年計画）を策定した。しかし、同計画との比較では、計

画値である純利益額 700 万円に対し、当年度純損失額は 477 万円で 1,177 万円下回り、利

益の確保ができなかったことなどが影響し、当年度の資金不足比率の計画値 14.9％に対し

て2.0ポイント上回り、28年度に引き続き計画値を達成していない。 

市は、29 年 3 月に策定した「市立川西病院事業新経営改革プラン」に基づき、今後の市

立川西病院の施設整備及び経営形態の見直しなどを検討し、29 年 5 月に「（仮称）川西市

立総合医療センター構想案」を取りまとめた。30年3月には指定管理者を決定し、30年度

が市直営での運営及び経営健全化計画が最終年度となっている。 

（単位：千円）

区       分 会計名 27年度 28年度(B) 29年度(A) 増減(A)-(B)

水 道 事 業 － － － －

下 水 道 事 業 － － － －

病 院 事 業 13.8％ 14.0% 16.9％ ＋2.9ポイント

水 道 事 業 3,887,280 3,928,499 4,138,021 209,522

下 水 道 事 業 2,000,624 2,409,256 2,473,880 64,624

病 院 事 業 △ 616,404 △ 669,326 △ 788,759 △ 119,433

資金不足比率（※）
（資金不足額／事業規模）

経営健全化基準20.0％

　※　資金不足額を正の値として算定し、資金剰余額が生じている場合  「－」で表示している。

資金剰余額
（△資金不足額）

資金不足比率の年度別推移
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最終年度である30年度は、赤字を拡大させないよう更なる経営健全化計画の実行に向け

て全力を尽くし、市と病院、及び指定管理者等で新病院体制移行に向けた諸課題について

慎重かつ早急に協議を行い、移行が適切に行われれるよう努められたい。 
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参考資料              阪神７市における比率の推移について 

阪神7市における実質公債費比率及び将来負担比率〔平成25～28年度（川西市のみ29年

度まで）〕の推移は、次のとおりである。 

※ 総務省の「地方財政状況調査資料」等により作成 

       阪神7市 :尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、川西市 

（1） 実質公債費比率 

 

（2） 将来負担比率 

 

13.0
13.5

13.8 13.9

7.1
5.5

4.7 3.9

13.0

9.9

5.5

3.4

8.1
9.4

8.4

8.5

7.8
6.5

5.3
4.4

9.9

9.2

8.9

8.3

12.3 11.9 12.2 11.8 11.4

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

実質公債費比率の年度別推移 (阪神７市)

尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 三田市 川西市％

尼崎市

西宮市

宝塚市

芦屋市

西宮市

宝塚市

尼崎市

三田市

川西市

三田市

伊丹市伊丹市

尼崎市

芦屋市

147.7
136.0 122.5

112.3

43.0 36.6 33.9 29.1

117.4 119.7

121.6

96.0

26.8 20.9 14.3
4.9

49.5 48.8
43.0 30.8

△ 13.4
1.7 2.1

6.6

147.3
133.4

114.1 99.7
106.3

△ 30.0

20.0

70.0

120.0

170.0

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

将来負担比率の年度別推移 (阪神７市)

尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 三田市 川西市％

芦屋市

尼崎市

西宮市

宝塚市

三田市

川西市

尼崎市

芦屋市

川西市

伊丹市

伊丹市三田市

宝塚市

※ 三田市の25年度の比率は、「－」であるが、△比率で表示している。

西宮市

0.0


